
第２章　一 般 行 政
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第１節　議　　　　　会

活動状況

１　本 会 議
（単位　件）

２　常任委員会

市長提出議案 議員提出議案 議
案
合
計

請

願

陳

情

選
挙
・
選
任
等

そ

の

他

条

例

予

算

決

算

法
96
条

４
―
14

専
決
承
認

報

告

そ
の
他

小

計

条

例

規

則

意
見
書

決

議

そ
の
他

小

計

第５回定例会
R６.６.３～25 2 3 5 5 6 8 29 1 1 3 5 34 1 3 1

第６回定例会
R６.９.12～10.15 4 3 8 1 9 6 31 1 1 2 1 2 7 38 2

第７回定例会
R６.11.22～12.13 6 4 3 8 4 25 2 2 27

第８回定例会
R７.２.７～３.17 22 16 5 1 2 11 57 1 1 58 2 1

計 34 26 8 14 6 25 29 142 4 1 3 2 5 15 157 4 1 3 2

名　　　称 開　催　数 定　　数 出席延べ人数 出　席　率

総 務 委 員 会
回 人 人 ％

9 7 63 100.0

文 教産業委員会 6 7 42 100.0

民 生病院委員会 10 7 69 98.6

建 設水道委員会 8 7 55 98.2

一 般 会 計
予算決算委員会 11 14 151 98.1

特 別 会 計
企 業 会 計
予算決算委員会

8 14 111 99.1

計 52 56 491 98.8

※議員は、予算決算委員会のいずれか１つとそのほかの常任委員会のいずれか１つに属する。
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３　議会運営委員会

４　特別委員会

５　協議又は調整を行うための場

名　　　称 開　催　数 出席延べ人数 出　席　率

議会だより編集委員会
回 人 ％

13 91 97.8

名　　　称 開　催　数 定　　　数 出席延べ人数 出　席　率

沼津駅鉄道高架と
まちづくり特別委員会

回 人 人 ％

3 9 26 96.3

懲罰等検証特別委員会 4 8 32 100.0

請願審査特別委員会 2 8 15 93.8

名　　　称 開　催　数 定　　　数 出席延べ人数 出　席　率

議 会 運 営 委 員 会
回 人 人 ％

24 7 166 98.8

６　議会活性化推進事業

議員用タブレット端末機を活用した情報の共有化を行ったほか、各種資料の電子化によるペー

パーレス化を実施した。また、本会議及び委員会において、タブレット端末機を活用した会議

運営を行った。
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第２節　人　事　管　理

職員の適正配置、福利厚生、研修などの人事管理を行い、事務能率の増進を図った。

１　人　　　　事

⑴　年度当初に527人の人事異動を行うなど、退職者補充及び人材の育成、職場の活性化を図っ

た。

⑵　退職者補充等のため101人の採用を行った。

⑶　職員採用試験は、一般事務、土木、建築、機械、電気、保育士、保健師、栄養士、医療事

務、医療技術、看護師の職種について実施した。

本年度末における正規職員数及び各機関別異動状況は、次のとおりである。
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（単位　人）

部局名 ６.３.31
現在職員数

採　用 転　入 増員計 ７.３.31
現在職員数退　職 出　向 減員計

市 長 部 局 1,699
84 24 108

1,724
59 24 83

議 会 部 局 13
3 3

13
3 3

選 管 部 局 5
1 3 4

6
3 3

監 査 部 局 4
2 2

4
1 1 2

教 委 部 局 158
16 20 36

158
15 21 36

農 委 部 局 （6） （7）

計 1,879
101 52 153

1,905
75 52 127

う ち 休 職 6 ― ― ― 12

※市長部局の人数は、駿東伊豆消防組合への派遣職員及び農委部局の併任職員を含む。



－ 39 －

２　給　　　　与

⑴　職別平均基本給（一般行政職・技能労務職　※再任用職員を除く）

⑵　諸手当の状況

職 別 人員 平均
年齢

給　料　月　額 平　　均
扶養手当

平　　均
地域手当 平均月収

最　高 最　低 平　均

部 長 級
人 歳　月 円 円 円 円 円 円
16 58.3 521,200 477,600 508,425 7,500 36,327 552,252

次 長 級 3 55.10 467,400 466,000 466,467 6,167 32,594 505,228

課 長 級 70 55.12 450,900 419,300 441,473 14,407 30,838 486,718

課長補佐・
主 幹 級 99 52.4 413,300 386,800 407,898 12,985 25,253 446,136

係 長 ・
主 査 級 229 47.11 398,200 344,700 379,890 13,747 23,618 417,255

主 任 級 183 42.6 384,500 304,600 337,921 8,219 20,768 366,908

副 主 任級 140 36.2 338,600 271,300 291,777 6,286 17,884 315,947

主 事 級 253 29.3 288,000 239,000 256,483 1,577 15,484 273,544

事 務 員級 60 23.9 246,000 199,400 223,747 0 13,425 237,172

技 能 労務 51 54.4 394,800 247,300 371,618 8,010 22,778 402,406

計・ 平均 1,104 41.4 333,125 7,946 20,775 361,846

� （令和７年３月31日現在）

手当の種類 内　　　　　　　容 ６　年　度 ５　年　度

扶 養 手 当

配偶者・
父母等

行政職給料表７級以下 月額� 6,500円 月額� 6,500円

行政職給料表８級 月額� 3,500円 月額� 3,500円

子 月額� 10,000円 月額� 10,000円

※満16歳の年度初めから満22歳の年度末までの子１人につき 月額�5,000円を加算 月額�5,000円を加算

住 居 手 当 家賃を支払っている場合の限度額 月額� 28,000円 月額� 28,000円

通 勤 手 当 交通機関利用者
交通用具使用者（限度額）

運賃等相当額
月額� 30,100円

運賃等相当額
月額� 30,100円

期 末 手 当 基準額（給料＋扶養＋地域＋加算額） 基準額×2.5か月 基準額×2.45か月

勤 勉 手 当 基準額（給料＋地域＋加算額） 基準額×2.1か月 基準額×2.05か月

※「行政職給料表７級以下」及び「行政職給料表８級」には、これらに相当する職務の級を含む。
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３　研　　　　修

人材育成の核である自己啓発及び職場研修を支援するとともに、職員研修所研修を実施した。

また、行政の広域的な人的ネットワーク構築のため、新規採用職員研修など、各種研修を近

隣市町と合同で行った。

⑴　自 己 啓 発

職員個々の自己啓発促進のため、スキルアップや資格取得などを目的とした通信教育講座

の修了者及び市政や組織全体の活性化を目的に自主的に活動する職員グループに対し、助成

事業を実施した。

⑵　職 場 研 修

各所属が所管する業務の遂行に必要な知識・技能の習得のため、職場において研修会を実

施するとともに、各種研修会に職員を派遣した。なお、新規採用職員に対しては、ＯＪＴリー

ダーによる年間を通じた指導を行った。

⑶　職員研修所研修

ア　集合等研修

各階層・職責に応じた基本的な知識・技能の習得のため、各分野の専門講師による集合

研修をはじめとし、オンライン及び書面による研修を実施した。

研 修 名 期 間 回数 人数

新 任 課 長 級 研 修 1日 1 回 10人

新任課長補佐級研修 1日 1 19

新 任 係 長 級 研 修 1日 1 33

新 任 主 任 研 修 1日 1 28

新 任 副 主 任 研 修 1日 1 54

法制執務研修（応用編） 2日 1 23

メ ンタルヘルス研修 延べ2日 2 延べ33

政 策 法 務 研 修 2.5日 1 33

公 務 員 倫 理 研 修 1日 1 36

行 政 法 研 修 2日 1 22

地 方 自 治 法 研 修 2日 1 33

法制執務研修（基礎編） 2日 1 40

再 任 用 職 員 研 修 1日 1 1

研 修 名 期 間 回数 人数

実 務 基 礎 研 修 ― 4回 41人

新規採用職員研修（前・中・後期） 延べ9日 各1 53

コンプライアンス研修 延べ1.5日 4 延べ306

キャリアデザイン研修 1日 1 13

人事評価制度評価者研修 延べ2日 2 延べ45

ＯＪＴリーダー養成研修（前・後期） 延べ2日 各1 40

職員初級研修（主事級昇任試験） 2日 1 59

新規採用予定者事前研修 1日 1 55

ハ ラ ス メ ン ト 研 修 延べ1日 2 延べ110

カスハラ・ハードクレーム・不当要求対応研修 1日 1 14

女 性 活 躍 推 進 研 修 1日 1 18

障がい者雇用の理解と活躍推進研修 1.5ｈ 2 74

そ の 他 研 修 ― 7 延べ131
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イ　派 遣 研 修

高度で専門的な知識・技能の習得のため、各種専門機関などへ職員を派遣した。

研 修 名 期 間 回数 人数 研 修 名 期 間 回数 人数

県 ・ 市 人 事 交 流
回 人

全 国 建設研修センター
回 人

１年 1 2 14日 1 1

沼津市・三島市人事交流 １年 1 1 （公財）静岡県市町村振興協会主催研修 ２日 2 3

沼津市・富士市人事交流 １年 1 1 （一財）企業経営研究所主催研修（MBA講座） ３日 1 1

沼津市・清水町人事交流 １年 1 1 人 材 マネジメント部会 ８日 1 3

自 治 大 学 校 ５日間～
約11週間 3 3 富 士 市 選 択 研 修 １日 2 8

国 土 交 通 大 学 ２～10日 2 2 駿東三市三町幹部職員研修会 １日 1 43

市 町 村 ア カ デ ミ ー ５～11日 5 5 （公財）日本電信電話ユーザ協会主催研修 １日 1 9

静岡県建設技術管理センター主催研修 １～３日 12 16 海 外 研 修 14日 1 1

静岡県市職員研修協議会東部ブロック研修 １日 1 3

４　厚　　　　生

⑴　健 康 管 理

職員の疾病の早期発見・予防指導のために、全職員を対象に定期健康診断、指定年齢の者

に対するがん検診、情報機器作業従事者に対する検眼、重量物取扱作業従事者などに対する

腰痛健康診断、土壌等に接する業務従事者に対する破傷風の予防接種などを行うとともに、

人間ドック受診者に対し受診料の一部を助成した。

職場におけるより積極的な心の健康増進を図るため、全職員を対象に「ストレスチェック」

を実施した。

また、職員のメンタルヘルス対策として、専門医による「メンタルヘルス相談」や医務室

看護師による「心の健康相談窓口」を設置しているほか、産業医による長時間勤務職員面接

指導を実施した。

⑵　健 康 増 進

職員の健康増進と相互の親睦のために、互助会と共催で各種スポーツ大会を実施した。
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第３節　事　務　管　理

１　組織機構の改正

本市が直面しているさまざまな行政課題に的確に対応し、組織全体が有機的に連携を図りな

がら、その力を効果的に発揮できるよう、簡素で効率的な組織機構の整備を目指して、４月１

日付けで以下の改正を行った。

⑴　市 長 部 局

ア　政策推進部

○沼津版スマートシティの実現に向けて、X-Tech NUMAZUの更なる推進を図るため、

政策企画課に「スマートシティ推進担当」を設置した。

○市制100周年記念事業の終了に伴い、政策企画課の「市制100周年記念事業推進室」

（課内室）を廃止した。

○全庁的なＤＸの更なる推進を図るため、ＩＣＴ推進課に「デジタルガバメント推進担

当」を設置した。

イ　市民福祉部

○新型コロナウイルスワクチン接種の定期接種化に伴い、健康づくり課の「新型コロナ

ウイルスワクチン接種室」（課内室）を廃止した。

○福祉業務における包括的支援を強化するため、社会福祉課の「福祉企画室」（課内室）

を廃止し、「福祉企画課」を設置するとともに、社会福祉課の「健康福祉プラザ」を同

課に移管した。

○生活困窮者への支援体制を強化するため、社会福祉課に「生活保護３係」を設置した。

○こどもに関する総合的な支援体制を構築するため、「子育て支援課」及び「こども家庭

課」を廃止し、「こども未来創造課」を設置するとともに、同課に「こども家庭セン

ター」（課内室）、「企画係」、「入所・相談係」、「給付・管理係」、「こども手当係」、「保

育所」、「幼稚園」、「戸田こども園」、「児童発達支援センターみゆき」、「沼津っ子ふれ

あいセンター」及び「あしたか学園」を設置した。

ウ　産業振興部

○本市の多様な産業の連携強化を図るため、「産業戦略推進室」（部内室）を廃止し、「産

業政策課」を設置するとともに、観光戦略課の「ふるさと納税推進室」（課内室）を同

課に移管した。
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エ　都市計画部

○公共建築及び住宅政策に係る業務の集約化により事務の効率化を図るとともに、都市

整備政策との一体的な推進によるまちづくりの加速化を目的として、「都市計画部」及

び「建設部」を再編し、建設部の「住宅営繕課」を廃止するとともに、都市計画部に

「建築住宅局」を設置した。

○建築住宅局に「住宅政策課」及び「公共建築課」を設置し、住宅政策課に「建築指導

係」、「空き家対策係」及び「市営住宅係」を設置するとともに、公共建築課に「建築

１係」、「建築２係」及び「設備係」を設置したほか、都市計画部の「市街地整備課」

を同局に移管した。

○安全・安心で暮らしやすいまちづくりの更なる推進を図るため、「まちづくり指導課」

を廃止し、「開発指導課」を設置するとともに、同課に「開発指導係」及び「景観指導

係」を設置したほか、市街地整備課の「地籍調査係」を同課に移管した。

オ　建 設 部

○建設政策推進体制を強化するため、建設部の「建設デザイン調整室」（部内室）を廃止

し、「建設デザイン政策課」を設置した。

⑵　教育委員会

○学校給食業務を効率的に遂行するため、学校教育課の「学校給食室」（課内室）を学校

管理課へ移管した。

○市民文化センターを拠点とした本市の文化・芸術等の更なる振興を図るため、文化振

興課の文化政策室（課内室）に「市民文化センター整備活用担当」を設置した。

２　行政改革の推進

経費削減に重点を置いた従来型の行政改革ではなく、新たな情報技術の活用等による市民サー

ビスの質の向上を目指した行政改革を進めた。

３　沼津市環境マネジメントシステムの運用と継続的改善

沼津市環境マネジメントシステムの運用により、環境負荷の低減と事務事業の効率化に取り

組んだ。また、適切なシステムの運用・改善を図るため内部監査及び外部監査を実施した。
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４　統一的な基準による地方公会計制度の推進

一般会計、特別会計及び企業会計のほか一部事務組合や広域連合、公社等の決算をもとに、

統一的な基準に基づく財務書類等を作成し、令和７年３月に公表した。また、この作成に必要

となる固定資産台帳の更新を行った。
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第４節　広　報　広　聴

１　広　　　　報

⑴　広報ぬまづ

「広報ぬまづ」は、市民と市政をつなぐかけ橋として、毎月１日と15日（１月は15日の

み）年23回発行した。１回の発行部数は83,000部（令和７年４月１日号）。

発行内容　12ページ 	 � ８回

16ページ 	 � ８回

20ページ 	 � ７回

⑵　市民カレンダー

市政を身近なものとするため、４月から翌年３月までの市の行事などを盛り込んだ「市民

カレンダー（オールカラー28ページ、写真は一般公募）」を83,000部発行した。また、有料

広告を掲載し、自主財源の確保に努めた。

⑶　市政情報の提供

市長と新聞・テレビなど報道機関記者（中央紙13社、地方紙３社）との定例記者会見を12

回実施したほか、資料配付など、市政に関する情報の提供を随時行った。

また、新聞・ラジオ・テレビ・インターネットを媒体として各種イベント情報の提供に努

めた。

⑷　テレビ広報

市内のケーブルテレビ会社が放送する市政情報提供番組の制作に関わり、広く市政をＰＲ

した。

⑸　コミュニティＦＭラジオ

「エフエムぬまづ」によるＦＭラジオ放送で、本市からのお知らせ番組「広報ぬまづ」や

「深堀り！ぬまづの宝100選」、イベント情報、救急協力医情報などを放送した。

⑹　インターネットホームページ

ホームページのトップページリニューアルや特設サイト「ぬまづフォトストック＆ビュー

ア」の開設など、内容の充実を図るとともに、ＳＮＳを活用した情報発信に努めた。また、

市ホームページにバナー広告を掲載し、自主財源の確保に努めた。

⑺　市民ガイドブック

市民サービスの向上及び地域活性化を図るため、市の手続案内や市の施設等を紹介する市
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民ガイドブックを製作し、転入用として、1,300部発行した。

⑻　沼津の魅力発信

「ぬまづの宝100選」の周知を図るため、市内各所での写真パネル展やバスツアーを実施し

た。

また、ドローンを活用したシティプロモーション動画を作成し、シビックプライドの醸成

に努めた。

⑼　広報アドバイザー

市役所全体の広報力の強化を図るため、広報アドバイザーを導入し、市からの情報発信に

関するアドバイスと職員研修を行った。

２　広　　　　聴

⑴　市民意識調査

市民の市政に対する要望や関心度について把握し、これらを市政に反映させるために行っ

ているもので、51回目を実施した。

今回は、広報ぬまづ、ごみの処理、地域福祉などのテーマについて調査を行った。

⑵　市 民 の 声

市民との協働のまちづくりを推進するため、市のホームページや、市庁舎１階及び各市民

窓口事務所などに設置された提言箱などに投稿のあった187件の市政に対する提言や意見等

の「市民の声」を受け、市政への反映に取り組むとともに、「市民の声」とその回答をホーム

ページ上に公開することにより、市政の透明化と開かれた市政の実現に努めた。

内　　　　　容 件 数 内　　　　　容 件 数
広 報 ・ 広 聴 7 健 康 ・ 医 療 ・ 保 険 6
ご み ・ 環 境 ・ 衛 生 13 観 光 ・ イ ベ ン ト 9
教 育 9 文 化 ・ ス ポ ー ツ 11
福 祉 18 議 会 1
上 下 水 道 4 まちづくり・活性化・公民連携 6
防 災 15 沼 津 駅 周 辺 総 合 整 備 事 業 2
選 挙 4 職 員 関 係 7
道 路 ・ 河 川 8 市 の 施 設 39
財 政 ・ 税 金 3 そ の 他 9
公 園 ・ 街 路 樹 6
公 共 交 通 ・ 交 通 安 全 10 計 187
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⑶　要 望 等

市政に対する要望等を43件受け付け、関係部署と連携を密にして、迅速かつ適切な対応に

努めた。

⑷　市民憲章の普及

市民憲章の普及を図るため、沼津市市民憲章推進協議会が行う、会報「憲章スピリット」

の発行、市民憲章制定50周年記念絵はがき「感動の風景に出会えるまち・ぬまづ」の頒布、

市民憲章活動支援助成事業などの広報・普及活動を支援した。

３　市民資料室

市政に関する各種資料の収集及び管理を行うとともに、市民が閲覧できるように公開した。

４　情報公開・個人情報保護

「沼津市情報公開条例」及び「個人情報の保護に関する法律」に基づき、情報公開の推進と個

人情報の適正な取り扱いに努めた。

（単位　件）
情　　　　報　　　　公　　　　開

個　人　情　報　保　護
公文書の開示請求 任意的開示の申出
請　求　件　数 450 申　出　件　数 470 請　求　件　数 25

請求に
対する
決定内
容

開示 349 申出に
対する
回答内
容

開示 442 請求に
対する
決定内
容

開示 9
部分開示 90 部分開示 23 部分開示 15
不開示 3 不開示 5 不開示
その他 8 その他 その他 1

審 査 請 求 審 査 請 求

※「任意的開示の申出」は、平成12年度以前に作成された公文書の開示の申出を意味する。
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第５節　市　民　相　談

市民のくらしを守るための一般相談のほか、法律相談、人権相談、行政相談など、相談日を定

めて実施し、市民が気軽に利用し問題解決の一助として活用されるよう努めた。

また、犯罪被害者等支援条例に基づく支援について、関係課及び関係機関との連携強化に努め

た。

１　主な相談業務の内容

⑴　一般市民相談に関すること

⑵　行政上の要望・苦情の受付及びその対応

２　相談の種別と対応機関等

⑴　市政・一般相談　　市民相談センター職員

⑵　法 律 相 談　　静岡県弁護士会沼津支部の弁護士

⑶　人 権 相 談　　人権擁護委員

⑷　行 政 相 談　　行政相談委員

⑸　司法書士相談　　静岡県司法書士会沼津支部の司法書士

⑹　不動産取引相談　　静岡県宅地建物取引業協会会員

⑺　測量・登記相談　　静岡県土地家屋調査士会の土地家屋調査士

⑻　多重債務相談　　静岡県弁護士会沼津支部の弁護士

⑼　労働・年金相談　　静岡県社会保険労務士会の社会保険労務士
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３　相 談 件 数

相談
種別 内　　　　容 件数 相談

種別 内　　　　容 件数

一
　
　
　
般
　
　
　
相
　
　
　
談

借地・借家 59

市
　
　
政
　
　
相
　
　
談

公共交通・交通安全 18 

不動産・登記 45 健康・医療・保険 19 

相続 139 観光・イベント 27

離婚・結婚 38 文化・スポーツ 9

親族間 135 議会 6

相隣・境界 84 まちづくり・活性化・公民連携 38

金銭 83 沼津駅周辺総合整備事業 3

労働 26 職員関係 51 

訴訟 18 市の施設 33 

医療・病院 19 市立病院 13 

自治会 17 窓口業務 8 

国・県等 23 その他 60 

その他 326 小　　　計 594 

小　　　計 1,012

特

別

相

談

法律相談 103 

市
　
　
政
　
　
相
　
　
談

広報・広聴 20 人権相談 5 

ごみ・環境・衛生 44 行政相談 8 

教育 15 司法書士相談 113 

福祉 66 不動産取引相談 16 

上下水道 9 測量・登記相談 11 

防災 23 多重債務相談 65 

選挙 9 労働・年金相談 5 

道路・河川 60 小　　　計 326 

財政・税金 31 

公園・街路樹 32 合　　　　　　計 1,932 

４　犯罪被害者等支援

令和３年度に制定した犯罪被害者等支援条例に基づき、犯罪被害者等相談窓口を設置すると

ともに、関係課及び関係機関との連携強化に努めた。
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第６節　消　費　生　活

１　計　　　　量

⑴　計量器定期検査

計量器の定期検査を延べ17日間にわたって実施した。

⑵　試買検査

小売事業所から食品関係の33品目について試買し、量目検査を実施した。
（単位　個）

２　消費生活相談

社会の急速な変化の中で、消費生活を取り巻く環境も変化し、複雑になってきている。

このような中で、消費生活におけるさまざまな問題の相談に応じた。

相談の内容は次のとおりである。

事　業　所　数 受　検　台　数 合　格　台　数 不 合 格 台 数

186件 502台 499台 ３台

検　査　個　数 正　　　　　量 量　目　超　過 量　目　不　足

99 96 3

商 品 別 分 類 相談
件数 商 品 別 分 類 相談

件数 商 品 別 分 類 相談
件数

商 品 一 般 141 土地・建物・設備 81 運輸・通信サービス 101 

食 料 品 79 ク リ ー ニ ン グ 5 教 育 サ ー ビ ス 2 

住 居 品 53 レンタル・リース・貸借 37 教養・娯楽サービス 59 

光 熱 水 品 31 工事・建築・加工 29 保健・福祉サービス 86 

被 服 品 57 修 理 ・ 補 修 30 内職・副業・ねずみ講 9 

保 健 衛 生 品 122 管 理 ・ 保 管 1 他の行政サービス 8 

教 養 娯 楽 品 55 役 務 一 般 10 そ の 他 116 

車 両 ・ 乗 り 物 24 金融・保険サービス 65 

計　　　　　　　　　　　　1,201 
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３　沼津市消費者教育推進地域協議会

第２次沼津市消費者教育推進計画の円滑な推進のために、教育関係者、消費者、消費者団体・

労働者団体・地域団体の代表者等により構成する「沼津市消費者教育推進地域協議会」を開催

し、本市計画の取り組みについて意見を伺うとともに、協議会委員の取り組みについて情報交

換を実施した。

４　消費者啓発

⑴　2025ぬまづ消費生活展

「考えよう　地球・環境・くらし」をテーマとし、市と沼津市消費者協会との共催による消

費生活展を開催した。

開　催　日　　令和７年２月８日～９日

⑵　くらしのセミナー

市民を対象として、市民文化センター等を会場に消費生活に関して理解と認識を深めるた

めの講座を開催した。

開　催　日　　11月30日、令和７年２月20日、令和７年３月15日

受　講　者　　延べ85人

⑶　消費生活サポーター

地域での見守り活動や情報発信・啓発活動を行う消費生活サポーターとの連携を深め、地

域における消費者教育の充実、見守りの強化等につなげるため、情報共有の場としてサポー

ター会議を開催した。

⑷　その他の啓発

消費者被害を未然に防止するため、地域の高齢者団体や学校等を対象に消費者啓発出前講

座を実施した。また、５月と12月に、県・警察・市・消費者団体が協力して街頭キャンペー

ンを実施した。

５　沼津市消費者安全確保地域協議会

高齢者や障がい者等の消費者安全確保に係る取り組みを効果的かつ円滑に行い、消費者被

害の発生又は拡大の防止を図ることを目的に、４月１日に「沼津市消費者安全確保地域協議

会」を設置した。
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第７節　男女共同参画

すべての人が共にいきいきと輝くまちづくりを推進するために、第５次沼津市男女共同参画基

本計画（令和２年度策定）に基づき、「家庭」「職場」「教育」「地域」の４つを男女共同参画の取

り組みの主要領域とし、意識啓発セミナー、男女共同参画推進事業所の認定、市内小中学校での

職業講話、地域実践活動促進事業等を実施した。

１　男女共同参画推進委員会

学識経験者、諸団体代表、公募市民の13人で組織され、男女共同参画を推進するために、第

５次沼津市男女共同参画基本計画の取り組みを討議した。

開催回数　　　３回

２　意識啓発セミナー

○働き方改革・推進事業所フォローアップセミナー� 開催日　　　　　８月23日　参加者　28人

○家事シェア応援セミナー� 開催日　令和７年１月19日　参加者　41人

○性の多様性セミナー� 開催日　令和７年１月31日　参加者　29人

３　男女共同参画推進事業所認定制度

市内事業所において男女共同参画の普及・促進を図るため、男女共同参画を推進している事

業所の認定を行い、市内事業所への啓発に努めた。本年度は３事業所を認定した。

推進事業所については広報ぬまづ、市ホームページ、沼津駅前地下道ショーケース及びパン

フレットを通じて、その取り組みを広くＰＲした。

６　消費生活用品販売店立入検査

消費生活用製品安全法、家庭用品品質表示法、電気用品安全法の規定による表示の有無等に

ついて立入検査を実施した。

実　施　日　　令和７年３月28日

立入店舗数　　２店舗
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４　市職員等による職業講話

小中学校の児童生徒が、自分の夢や進路を幅広く考えるとともに、男女の平等意識や人権を

尊重する大切さを学ぶことを目的として、市職員や市が認定した推進事業所の社員等を講師派

遣し、職業講話を実施した。

○小 学 校　　　延べ	８校　　延べ	 417人

○中 学 校　　　延べ	４校　　延べ	 325人

○講師の業種　　消防士、保育士、看護師、警察官、自衛官、サービス業、金融業、福祉

事業、製造業　等

５　男女共同参画地域実践活動促進事業

第四地区東連合自治会を対象として、「男女共同参画の視点からの避難所運営」をテーマに、

基礎講座の開催や自治会が抱える課題に対する解決策の検討などを行った。

第８節　文 書 ・ 統 計

１　文　　　　書

⑴　公印は、原議と照合し、使用年月日及び押印数などを記入し、使用の適正を期した。

⑵　例　　　　規

ア　制定改廃した例規について沼津市例規集整備のため、追録第125号及び第126号を発行

するとともに、沼津市例規集データベース掲載内容の更新を年12回実施した。

イ　例規の制定改廃件数
（単位　件）

種　　　別 制　　定 改　　正 廃　　止 計

条 例 2 35 2 39

規 則 1 53 1 55

訓 令 3 3

計 3 91 3 97

ウ　法制審査委員会開催　　　１回

エ　公告式に関すること

告　示　　317件　　　　公　告　　147件
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⑵　統計書の作成

統計書の発行は、次のとおりである。

○令和６年版沼津市統計書　　　　　　　　　　  80部

事　　業　　名 主管省庁 実施時期 調 査 員 数 実施方法

全 国 家 計 構 造 調 査 総 務 省 10～11月 調査員� 17
指導員� 5

人

抽 出 調 査

２　統　　　　計

⑴　統 計 調 査

国及び県の委託を受けて実施した主な統計調査は、次のとおりである。
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第９節　契　　　　　約

１　工事請負契約

工事請負契約の状況は、次のとおりである（予定価格１件130万円を超えるもの）。

２　物品等契約

物品等の調達に係る契約の状況は、次のとおりである（予算額１件30万円を超えるもの）。

種別 工事種別 契 約 の 状 況 件数 契約金額

建
築
工
事

学 校 沼津市立大岡中学校校舎建築主体工事ほか
件 千円

37 3,617,142

住 宅 沼津市営住宅原団地Ｄ－14棟居住改善・給水管
改善・外壁改修・受水槽設置等工事ほか 3 153,120

そ の 他 沼津市立図書館非常用発電設備他更新工事ほか 28 592,018

土
木
工
事

道 路 市道20166号線擁壁設置工事ほか 54 686,480

河川・橋梁 大平江川排水機場ポンプ設備他整備工事ほか 22 2,205,047

そ の 他 衛生プラント予備貯留槽防食工事ほか 8 147,897

都 市 計 画 工 事 東駿河湾広域都市計画事業岡宮北土地区画整理事
業（都）沼津南一色線（２工区）道路築造工事ほか 27 1,899,420

農 林 水 産 工 事 西浦江梨地内治山工事ほか 11 112,927

計 190 9,414,051

種　　　　　別 契　約　件　数 契　約　金　額

物 品

備 品 67
件

214,222 
千円

消 耗 品 49 68,650

そ の 他 1 628 

印 刷 製 本 50 39,589
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第10節　工　事　検　査

１　年度別工事検査件数
（単位　件）

２　年度別設計審査件数
（単位　件）

年　度 完　成 中　間 出来形ほか 計 備　考

6 311 264 8 583

5 313 236 1 550

4 334 288 622

3 311 247 5 563

2 308 236 5 549

年　度 土　木 建　築 電気設備ほか 計 備　考

6 57 9 14 80

5 47 5 13 65

4 63 10 10 83

3 72 6 5 83

2 63 5 14 82

※設計審査対象額　市単独工事　50,000千円以上
国庫補助工事　20,000千円以上、県費補助工事　50,000千円以上
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３　工事検査件数
（単位　件）

月
課 ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 １ ２ ３ 計

農 林 農 地 課 1 1 3 1 2 1 9

水 産 海 浜 課 1 3 4

新中間処理施設
整 備 室 1 3 1 3 1 1 1 1 12

クリーンセンター
管 理 課 2 1 3

まちづくり政策課 1 1

緑 地 公 園 課 1 1 1 2 1 1 1 2 10

岡宮北区画整理
事 務 所 5 1 5 2 3 3 4 4 5 2 5 10 49

公 共 建 築 課 2 5 3 8 9 14 11 19 21 92

整 備 課 3 4 3 2 3 4 2 7 4 6 13 51

沼 津 駅 周 辺
区画整理事務所 1 2 1 4

道 路 建 設 課 1 1 3 1 4 2 3 10 7 1 11 7 51

河 川 課 2 2 1 3 2 1 3 7 11 32

道 路 管 理 課 2 1 2 5 3 5 5 5 4 10 9 51

上 水 道 工 務 課 1 1 3 6 3 10 2 6 7 11 18 26 94

下 水 道 整 備 課 6 10 5 10 6 11 8 11 12 9 17 15 120

計 16 19 21 32 32 39 41 54 62 49 97 121 583
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第11節　市勢振興関係

１　沼津市総合計画

第５次沼津市総合計画は、基本構想、基本計画及び推進計画で構成されている。

基本構想は、令和３年度から令和12年度までを期間として、市民と行政共通のまちづくりの

目標となる将来の都市像に「人・まち・自然が調和し、躍動するまち～誇り高い沼津を目指し

て～」を掲げている。

基本計画は、10年という期間を貫いて、基本構想で掲げた目標に向かって、まちづくりの担

い手である市民と行政とがどのような行動や施策を進めていくことが必要かという、まちづく

りの基本的方策を示している。

推進計画は、総合計画の期間を前後期５か年に分け、令和３年度から令和７年度までの前期

推進計画においては、70の主要事業を掲げ、そのうちの28事業を重点推進事業として推進し

た。

２　沼津市まち・ひと・しごと創生人口ビジョン及び総合戦略

令和２年度に沼津市まち・ひと・しごと創生人口ビジョンを改訂するとともに、令和３年度

から令和７年度を期間とする第２期沼津市まち・ひと・しごと創生総合戦略を策定している。

人口ビジョンは、人口の将来展望として2060年に143,000人程度の人口確保を設定し、目指

す将来のまちの姿として「都市的魅力と自分らしい生活を楽しめる “ぬまづ暮らし” の実現」

を掲げている。

第２期総合戦略は、人口ビジョンを踏まえ、行政とともに市民や地域、企業、関係団体がそ

れぞれの役割を担い、連携を図りながら、各分野の施策に取り組むため、「力強い産業を育て魅

力ある雇用を創出する」「沼津への新しいひとの流れをつくる」「若い世代の結婚・出産・子育

ての希望をかなえる」「新しい時代に合った、安全・安心で誰もが暮らしやすい地域をつくる」

の４つの基本目標、各基本目標の施策の方向及び具体的な取り組みを明らかにし、諸施策を推

進した。

３　沼津市戸田地区過疎地域持続的発展計画

沼津市戸田地区過疎地域持続的発展計画に基づき、全39事業のうち２事業が完了し、34事業

を実施した。
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４　行政評価システム

市民の視点に立ったよりわかりやすい行政運営と第５次沼津市総合計画の着実な推進を図る

ことを目指して、行政評価システムを運用した。

本市の行政評価システムは、総合計画の体系に基づき指標を設定する「政策評価」と推進計

画に盛り込んだ事業ごとに評価を行う「事務事業評価」によって構成している。

５　広 域 行 政

⑴　駿東地区広域行政推進協議会

沼津市、御殿場市、裾野市、清水町、長泉町及び小山町の駿東地区３市３町で構成。道州

制を見据え、駿東地区における将来のあるべき姿について研究するとともに、広域的な行政

運営に取り組むため設置している。

⑵　御殿場線利活用推進協議会

静岡県及び神奈川県の御殿場線沿線の10市町（静岡県４市２町、神奈川県１市３町）で構

成。

本年度は、総会等を開催したほか、利用者の利便性向上や新駅の設置などについて、鉄道

事業者などの関係機関に要望活動を行った。

⑶　富士箱根伊豆交流圏市町村ネットワーク会議

静岡・神奈川・山梨３県の38市町村（静岡県20市町、神奈川県10市町、山梨県８市町村）

で構成。富士箱根伊豆交流圏の市町村が連携して交流を進め、課題の解決に取り組むことに

より、人が集まり活気あふれる圏域を形成することを目指して、サミットの開催、観光面で

の連携、基幹道路の整備促進活動などに取り組んできた。

本年度は、総会を開催し、会議の今後の運営方針について協議を行った。

⑷　静岡県東部地域二市広域行政連絡会

沼津市及び富士市において、共通する課題の解決について連携して取り組むことにより、

両市の発展に寄与することを目的に、令和元年度から設置している。

本年度は、両市の先進的な見地やノウハウを生かすため、人事交流や情報交換等を実施し

た。

⑸　美しい伊豆創造センター

伊豆地域の15市町、観光及び商工団体、交通事業者等で構成。伊豆半島全体の発展を目指

し、観光施策、ジオパーク関連施策、地域振興施策などに取り組んでいる。

本年度は、各種観光展に参画し、伊豆地域の観光情報を発信したほか、台湾へのトップセー
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ルスや旅行業者等を対象とした視察ツアーなどのインバウンド事業、ジオパークの情報発信

やジオサイトの保全、利活用を行った。

６　ふるさと応援基金寄附金

市外在住のふるさと納税寄附者に対して返礼品を進呈し、本市に対する理解を深める機会を

創出するとともに、返礼品の進呈を通じて市内事業者の活動を支援した。

本年度は、更なるふるさと納税制度の利用促進につながるよう、新規寄附サイトの追加や返

礼品の拡充を行った。また、沼津ふるさと応援隊による地場産品等のＰＲを行った。

○寄附件数	 359,697件

○寄附金額	 4,597,979,930円

７　民間まちづくり活動支援

地域活性化や住民の生活向上に役立つまちづくり活動、人のつながりを生み出す交流の場づ

くり等の施設整備などに対する補助金制度の周知と事業募集を行った。外部有識者で構成する

アドバイザー会議の意見を踏まえて採択したソフト17事業、ハード３事業の計20事業に対し

て補助金を交付し、民間発意によるまちづくり活動を支援した。なお、本年度は「学生チャレ

ンジ部門」を新設し、若い世代のまちづくりへの参画を促した。

８　公共施設公民連携

本市が所有する公共施設のうち、既に使用されていないものや効率的に利用されていないも

のについて、民間事業者のアイデアやノウハウを活かし有効な活用と収益性の向上を図るため、

公民連携の手法を用いた再生に取り組んだ。

前年度に引き続き、遊休化した公共施設の積極的な活用に向けて、対象施設をリスト化して

民間事業者からの活用提案を随時受け付ける「沼津市提案型公民連携制度」の運用を行い、本

年度は、対象施設に２件（千本郷林地区市有地・国民宿舎伊豆戸田荘跡地）を追加した。

このうち、活用提案があり採用した国民宿舎伊豆戸田荘跡地について事業者公募を行い、審

査等を経て優先交渉権者を決定した。

９　移住・定住の促進

本市への移住を促進するため、電話・窓口・オンライン等での移住相談や移住相談会におい

て、様々な都市機能が集積し、首都圏からのアクセスがよく、豊かな自然や食資源などの地域
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資源が豊富な住環境についてＰＲを行うとともに、移住希望者により具体的に本市での暮らし

をイメージしていただけるよう、タクシー案内や近隣市との合同バスツアーの実施に加え、住

環境の確認等のため市内に宿泊した際の宿泊費の一部を補助する補助金を５件交付した。また、

本市への移住を促進し地域活性化に資するため、東京圏からの移住者に対し20件の支援金を交

付した。

10　地域おこし協力隊

戸田地区及び西浦地区において、地域の活性化や地域力の維持・強化を図るため、３人の隊

員が、地域住民とともに地域の資源や特性を活かした商品開発や誘客に向けた地域の魅力発信

などを行った。

11　結婚新生活の支援

若者の婚姻に伴う経済的負担軽減のため、25組の新婚夫婦に対し、新生活を開始する際の住

宅の購入、賃借及び引越に係る費用を補助した。

12　SDGsの推進

市域全体でSDGsの理念等に対する関心、理解の向上につなげるため、市職員を対象とした

庁内研修や、市内企業や団体の講演会への講師派遣等を実施したほか、「沼津市SDGs推進パー

トナー登録制度」を運用し、本年度は16団体を登録した。また、新たに「沼津市SDGs推進パー

トナー応援団登録制度」を構築し、４団体を登録した。

13　スマートシティの推進

「X-Tech NUMAZU」の認知度向上と市民や事業者の参画機運の醸成を図るため、高専祭に

ブース出展するなど、本プロジェクトのＰＲを行った。



－ 62 －

第12節　情　報　処　理

１　情報化推進事業

沼津市情報化推進・官民データ活用推進計画に基づき、生成ＡＩやモバイル端末を活用した

リモートデスクトップシステム等のＩＣＴを利活用し、行政サービスの向上や行政運営の効率

化を図るための各施策を推進した。

２　電子計算機業務の運用・管理

運用中の業務システム等の安定稼働のため、老朽化したサーバ等の更新を行った。また、市

民の利便性向上と業務の効率化を推進するため、「地方公共団体情報システムの標準化に関する

法律」に基づき、国が策定する基準に適合した情報システムへの円滑な移行手続きを進めた。

３　運用中の業務システム（主なもの）

基幹系システム

住民記録システム 収納管理システム

戸籍システム 就学システム

国民年金システム 国民健康保険システム

選挙人名簿管理システム 後期高齢者医療システム

健康管理システム 介護保険システム

固定資産税システム 障がい者福祉システム

個人住民税システム 生活保護システム

法人住民税システム 児童手当システム

軽自動車税システム 児童扶養手当システム

滞納管理システム 子ども・子育て支援システム

内部管理系システム

人事給与システム 文書管理・財務会計システム

その他

水道料金システム 被災者支援システム

統合型ＧＩＳ 児童相談支援システム
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第13節　多 文 化 共 生

１　外国人のための生活相談

通訳を必要とする在住外国人の国籍及び生活相談の内容が多様化していることを踏まえ、英

語、中国語、スペイン語、ポルトガル語については相談に対応できる職員により窓口・電話で

の各種相談を実施したほか、それ以外の言語についてはタブレット端末を用いたテレビ通訳サー

ビスにより対応した。

また、外国人の労働問題や在留資格問題などの専門的な相談に対応するため、弁護士・行政

書士・社会保険労務士による総合生活相談会を年３回実施した。

相談件数　　日常生活相談	 1,696件

総合生活相談会	 26件

２　多文化共生推進

在住外国人が地域の一員として共に協力し安心して生活できるようにするため、在住外国人

を対象とした日本語教室「沼津にほんご教室」や「外国人住民のための防災講座」、日本語や日

本の生活習慣などを学ぶ場として「多文化共生ボランティア制度」による「親子で学ぶ日本語

ひろば」を開催した。また、市民と在住外国人の交流を深めるための「国際交流フェア」を開

催した。

３　沼津国際交流協会への支援

在住外国人と市民とが相互理解を深めるための各種学習機会の提供や、都市提携等を通じた

市民間交流の促進及び教育文化事業などを行っている協会の活動を支援した。



－ 64 －

第14節　戸籍・住民基本台帳

１　戸　　　　籍

戸籍関係各種届書、本籍人7,588件、非本籍人1,238件、計8,826件を受理し、戸籍の編製、

記載などの処理をした。

戸籍届出の種別内訳は次のとおりで、これらの届出に伴う新戸籍編製1,129件、戸籍全部消

除1,752件、届出期間違反通知10件、計2,891件を処理するとともに、戸籍・除籍の副本2,881

件を作成し法務省へ送信した。

戸籍、除籍、改製原戸籍の謄抄本などの戸籍証明交付数は、有料53,630通、公用・無料11,282

通であった。

戸 籍 届 出 事 件 数

種　　　別 件 数 種　　　別 件 数 種　　　別 件 数

出 生 1,207 死 亡 3,613 外 国 国 籍 喪 失 1 

国 籍 留 保 13 失 踪 7 氏 の 変 更 20 

認 知 27 復 氏 3 名 の 変 更 6 

養 子 縁 組 163 姻 族 関 係 終 了 5 転 籍 784 

養 子 離 縁 58 入 籍 270 訂 正 ・ 更 正 109 

法73の２・法69の２ 3 分 籍 62 追 完 3 

婚 姻 1,705 国 籍 取 得 不 受 理 申 出 49 

離 婚 468 帰 化 12 就 籍

法77の２・法75の２ 198 国 籍 喪 失 3 そ の 他 6 

親 権 ・ 後 見 12 国 籍 選 択 19 計 8,826 

２　住民基本台帳

住民基本台帳関係届出件数は18,070件であり、その内訳は次のとおりで、これらの届出に伴

う転入通知等を作成し、本籍地、前住所地市区町村長へそれぞれ送信した。

また、住民基本台帳関係届出書、届出地市区町村長からの通知、職権などに基づく住民票及

び戸籍の附票の記載・更正30,184件、消除14,337件を処理するとともに、届出期間違反101件

については、沼津簡易裁判所長へ通知した。

住民票の写し及び戸籍の附票の交付数は、有料82,596通、公用・無料10,782通、住民記録全



－ 65 －

種　　別 件 数 種　　別 件 数 種　　別 件 数

転 入 6,106 変 更 889 そ の 他 1,091 

転 出 5,578 国 外 移 住 335 

転 居 3,824 訂 正 247 計 18,070 

件リストの閲覧は、有料2,369件、公用・無料872件であった。

住民基本台帳届出件数

３　印鑑登録及び諸証明

印鑑の新規登録5,188件を受理し、転出、死亡、亡失、廃止による印鑑登録原票の消除6,336

件を処理した。令和７年３月31日現在の登録者数は126,836人であった。

各種証明書作成交付通数

４　マイナンバ－カードの利用による証明書交付サービス

⑴　コンビニ交付サービス

住民票の写し27,242通、印鑑登録証明書21,044通、戸籍証明書5,144通、課税証明書3,403

通を交付した。

⑵　らくらく申請サービス

専用端末を利用し、交付申請書の記載を省略できるサービスとして、住民票の写し6,296

通、印鑑登録証明書4,864通、戸籍証明書3,833通、課税証明書700通を交付した。

５　広域窓口事務サービス推進事業

駿豆地区12市町間による住民票の写し、印鑑登録証明書及び戸籍証明書の相互発行事務にお

いて、沼津市台帳の記載者が他市町で交付を受けた通数は、住民票の写し83通、印鑑登録証明

書43通、戸籍証明書263通、他市町台帳の記載者が本市で交付を受けた通数は、住民票の写し

種　　　別 通　数 種　　　別 通　数

印 鑑 登 録 証 明 書 48,346
（84） 不 在 証 明 書 185

（4）

身 分 証 明 書 1,641
（1） 計 50,172

（89）

※（　）内は内数で公用・無料交付通数
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185通、印鑑登録証明書117通、戸籍証明書93通であった。

本事業は、住民基本台帳ネットワークの開始、マイナンバーカードを利用したコンビニ交付

に加え、戸籍証明書の全国交付が開始されたことから、10月31日をもって終了した。

６　人口動態事務

人口動態調査については、戸籍、死産の届出に基づき各調査票を作成して、東部保健所長へ

送付した。

各 調 査 票 作 成 件 数

７　国民年金の資格取得・喪失・変更事務

国民年金事務については、資格取得3,529件、資格喪失372件、資格変更394件、転入・転

出・転居・訂正など5,926件、計10,221件を受付・処理し、沼津年金事務所長及び日本年金機

構名古屋広域事務センター長等へ報告した。

８　住民記録の処理事務

住民異動届により届出された住民記録異動人数は、次のとおりである。

種　　別 件 数 種　　別 件 数 種　　別 件 数

出 生 848 死 産 15 離 婚 286 

死 亡 3,076 婚 姻 666 計 4,891 

種　　別 人 数 種　　別 人 数 種　　別 人 数

転 入 7,258 出 生 826 変更・訂正その他 7,548 

転 出 7,109 死 亡 3,072 

転 居 5,760 職 権 消 除 16 計 31,589 

９　住民基本台帳ネットワーク事務

住民基本台帳法に基づき、住民票の写しの全国広域交付、特例（付記）転出入事務のサービ

スを行った。

各サービスの実績は、次のとおりである。
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種　　　　　　　　別 件　数

住民票の写し（沼津市民が他市町村で交付を受けたもの） 153 

住民票の写し（他市町村民が沼津市で交付を受けたもの） 197 

特例（付記）転出 4,370 

特例（付記）転入 3,479 

11　旅 券 事 務

静岡県からの権限移譲に基づき、旅券の申請受付・交付を行った。

本年度は申請4,118件、交付4,085件であった。

12　出生記念お祝い事業

新生児の誕生をお祝いするため、市民課戸籍係窓口及び市民窓口事務所への出生届提出者の

中で希望者に対し、出生届提出記念シート等を贈呈した。

本年度の贈呈件数は789件であった。

13　スマート窓口

転入や転出、転居などの届出の際、ＯＣＲの読み取りやタブレット端末を利用し、住基シス

テムと連携することにより、市民が手書きで記入している住民異動届や申請書を書かずにすむ

「スマート窓口」による手続きを実施した。

10　マイナンバーカード（個人番号カード）交付事務

社会保障・税番号制度に基づき、マイナンバーカードの交付を行うとともに、自宅や施設を

訪問する出張申請を363件実施した。
（単位　件）

年　　度 6 5 ４

申　　　　請 20,257 8,548 69,500

交　　　　付 17,660 19,119 52,364
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14　おくやみコーナー

市内に住民登録を有していた人が亡くなられたときの、市役所内の手続きをまとめて支援す

る「おくやみコーナー」の利用件数は169件であった。

15　そ の 他

⑴　身 上 調 査

警察署、検察庁などからの照会により身上調査3,137件を処理した。また、検察庁から送

付を受けた既決犯罪通知に基づく犯罪人名簿の処理は527件であった。

⑵　埋火葬許可

火葬許可3,085件、斎場使用許可3,397件（うち、待合室使用2,553件）を処理した。

⑶　自動車臨時運行許可

自動車の車検など回送のための臨時運行許可1,178件を交付した。

⑷　船員法指定事務

市民課・戸田市民窓口事務所・内浦市民窓口事務所において、船員手帳交付52件、船員手

帳訂正４件、航行に関する報告書の証明７件、船員の雇入・雇止215件を処理した。
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第15節　選　　　　　挙

１　選挙の執行

４月19日任期満了による沼津市愛鷹・大平・西浦財産区議会議員選挙が４月９日に告示、４

月14日に執行された。いずれも候補者が定数を超えないため無投票であった。５月９日辞職に

よる静岡県知事選挙が５月９日告示、５月26日投票で執行された。また、10月９日解散による

第50回衆議院議員総選挙が第26回最高裁判所裁判官国民審査と併せて10月15日公示、10月27

日投票で執行された。

各選挙の執行状況は、次のとおりである。

選挙の種類 公（告）示日 選挙の期日 定数 候補者数 有権者数 投票者数

沼津市愛鷹財産区議会議員選挙 ４.９ ４.14 14 13 12,937 無投票

沼津市大平財産区議会議員選挙 ４.９ ４.14 7 7 3,155 無投票

沼津市西浦財産区議会議員選挙 ４.９ ４.14 12 12 1,331 無投票

静 岡 県 知 事 選 挙 ５.９ ５.26 1 6 157,570 72,148 

衆議院小選挙区選出議員選挙 10.15 10.27 1 3 159,102 83,866 

衆議院比例代表選出議員選挙 10.15 10.27 21 101 159,102 83,857 

最高裁判所裁判官国民審査 10.15 審査の期日
10.27

審査に付された
裁判官数� 6 159,102 83,728 

選 挙 人 名 簿 の 種 類 登 録 者 数 備　　　考

永 久 選 挙 人 名 簿 158,633 ７.３.１現在

在 外 選 挙 人 名 簿 131 ７.３.１現在

２　選挙人名簿の登録

永久選挙人名簿の定時登録を６月、９月、12月、令和７年３月に行い、申請に基づき在外選

挙人名簿の登録を行った。

各選挙人名簿の登録者数は、次のとおりである。
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３　検察審査会法及び裁判員制度関係

沼津検察審査会事務局から割り当てられた63人の検察審査員候補者を、永久選挙人名簿登録

者の中から選定し、候補者名簿を同事務局に送付した。

また、静岡地方裁判所沼津支部から割り当てられた258人の裁判員候補者を、永久選挙人名

簿登録者の中から選定し、候補者名簿を同支部に送付した。

４　明るい選挙の啓発

選挙出前講座のほか、小中学生等のポスターや習字作品を募集し展示するなど、有権者の政

治意識の高揚と明るい選挙の実現を期するための啓発を行った。
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第16節　監　　　　　査

１　監　　　　査

区 分 監 査 期 間 対　　　　　　　象

定 期 監 査
（地方自治法第199条第１項及び第４項）

８.21～11.21

11.15～７.２.21

12.13～７.２.21

（学　校）小学校（３校）
中学校（３校）
幼稚園（１園）

（第１回）政策推進部
財務部（契約検査課、財政課、納税管

理課、市民税課、資産税課）
産業振興部（産業政策課、商工振興課、

観光戦略課）
生活環境部
危機管理課
教育委員会事務局（教育企画課、学校管

理課、学校教育課）
（第２回）市民福祉部

都市計画部（まちづくり政策課、開発
指導課、岡宮北区画整理
事務所、住宅政策課、公
共建築課、市街地整備課）

沼津駅周辺整備部
建設部

工 事 監 査
（地方自治法第199条第１項及び第５項）

10.29～７.３.24 令和５年度大平江川排水機場築造工事

財政援助団体等監査
（地方自治法第199条第７項）

10.２～12.25

10.２～12.25

（財政援助団体）
公益社団法人沼津市シルバー人材センター

（公の施設の指定管理者）
沼津ＮＥＸＴ株式会社

住 民 監 査 請 求 監 査
（地方自治法第242条）

６.３.８～４.26
（監査請求）（請求人通知）

７.３.28～５.21
（監査請求）（請求人通知）

沼津市新中間処理施設整備敷地造成に伴う構造物
等詳細設計業務委託の支出に関する請求

沼津市新中間処理施設整備事業の履行の防止及び
支出に関する請求
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２　検　　　　査

区 分 監 査 期 間 対　　　　　　　象

例 月 出 納 検 査
（地方自治法第235条の2第1項）

毎月１回 一般会計、特別会計、基金、公営企業会計
財産区特別会計、歳入歳出外現金

３　審　　　　査

第17節　交　通　安　全

１　啓 発 活 動

市民の交通安全意識を醸成し、正しい交通マナーの実践を習慣づけ、事故防止の徹底を図る

ため、年４回の交通安全運動を市民各層の協力を得て実施した。

また、本市の交通安全推進のため尽力した個人及び団体の表彰を行い、交通安全意識の高揚

を図った。

○春の全国交通安全運動	 ４月６日～15日

○夏の交通安全県民運動	 ７月11日～20日

○秋の全国交通安全運動	 ９月21日～30日

○年末の交通安全県民運動	 12月15日～31日

区 分 監 査 期 間 対 象

決 算 審 査
（地方自治法第233条第２項・
地方公営企業法第30条第２項）

６.３～８.26
６.14～８.26

公営企業会計
一般会計、特別会計
愛鷹・大平・西浦財産区特別会計

基金の運用状況審査
（地方自治法第241条第５項）

６.14～８.26 土地開発基金
収入印紙等購入基金

財政健全化・経営健全化審査
（地方公共団体財政健全化法
第３条第１項及び第22条第１項）

８.１～８.26 健全化判断比率
資金不足比率
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３　交通安全推進事業

交通安全都市を目指し、交通事故原因の多くを占めている交差点事故、自転車事故及び高齢

者の事故の防止対策を重点事業として、高齢者安全運転教室等を開催したほか、街頭指導を実

施し、事故防止の啓発に努めた。

４　交通事故相談所

交通事故にあった市民のための相談窓口を設置し、問題の解決のための指導、助言を行った。

（単位　件）

５　高齢者運転免許証自主返納支援事業

高齢運転者に起因する交通事故の減少を図るため、運転免許証を自主返納した65歳以上の市

民へバス・タクシー利用券を交付することにより、自主的な運転免許の返納を促すとともに、

公共交通機関利用へのスムーズな移行を進めた。

区分 幼稚園
保育園 小学校 中学校 高　校

大　学 高齢者 その他 計

回 数 110
（261）

126
（162）

24
（26）

17
（22）

206
（215）

40
（49）

523
（735）

回

人 員 5,552
（9,864）

13,024
（18,580）

1,966
（2,243）

9,615
（10,381）

2,707
（4,310）

2,840
（4,345）

35,704
（49,723）

人

※（　）内は沼津警察署管内の数値
※特別支援学校（幼～高）５回、167人を含む。

年　　度 人身事故相談 物損事故相談 計

6 8 4 12 

5 12 5 17 

２　交通安全教育実施状況

交通安全指導員をはじめ関係団体と協力して、園児・児童等を対象とした交通安全教室を開

催した。また、高齢者の交通事故や高齢者が起因する交通事故への対策として、参加・実践型

の交通安全教室を開催した。
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第18節　生活環境の保全

１　環境調査等

⑴　大気汚染の現状を把握するため、２測定局で、自動測定機により浮遊粒子状物質、窒素酸

化物及び風向風速の常時監視を行った。また、大気汚染防止法及びダイオキシン類対策特別

措置法の規制対象となる施設に対し立入検査を実施し、規制基準の遵守などの指導を行った。

⑵　河川等公共用水域の水質汚濁状況を把握するため、狩野川、沼川など主要11河川、中小24

河川及び２海域の水質を測定した。また、水質汚濁防止法等の規制対象となる特定事業場に

対し立入検査を実施し、排水基準の遵守などの指導を行った。

⑶　道路交通による騒音の状況を把握するため、国道１号岡宮地先など３測定地点で影響調査

を行った。

⑷　環境中のダイオキシン類濃度を把握するため、大気（４地点）、水質・底質（２河川３地

点、１海域）、土壌（２地点）、地下水（２地点）の調査を行った。

⑸　大気中のアスベスト濃度を把握するため、３地点で調査を行った。

２　公害未然防止の指導・意識啓発

⑴　工場等の新増設の際、事業者に対し公害未然防止のための事前指導を行うとともに、特定

工場には法及び県条例に基づく届出などの指導を行った。

⑵　狩野川水系の水質を保全するため、狩野川水系水質保全協議会と連携し、事業者及び市民

に向け、河川浄化や美化意識の向上について啓発を行った。

⑶　地下水の適正な利用と保全を図るため、黄瀬川地域地下水利用対策協議会と連携し、塩水

化、地下水位、愛鷹山系自噴井湧水量などの調査を行った。

⑷　地下水汚染防止対策を進めるため、静岡県東部五市四町地下水汚染防止対策協議会と連携

し、地下水などの水質測定を継続的に行った。

⑸　ゴルフ場使用農薬による周辺環境の汚染を未然に防止するため、市内ゴルフ場周辺の水質

調査を行った。

３　公害苦情処理状況

公害に関する苦情について、現地調査など迅速な対応により適切な処理に努めた。
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（単位　件）

４　ゼロカーボンシティNUMAZU2050推進事業

⑴　重点対策加速化事業

市内における再生可能エネルギー導入を推進するため、重点対策加速化事業の国庫補助を

活用し、事業所向け太陽光発電設備設置補助４件、ZEH補助１件を実施した。

⑵　住宅用新エネ・省エネ機器設置費及び省エネリフォーム補助事業

市内の住宅に新エネルギー又は省エネルギー機器を設置する場合や、床・壁・天井などの

断熱工事を実施する個人に対して補助金を交付した。

補助件数	 61件

二酸化炭素排出削減量	 108.1ｔ

⑶　ＥＶ導入促進による脱炭素型地域社会・地域防災強化事業

ＥＶの新規導入及び共同利用型充電サービス利用によるカーボンフリー充電を実現する事

業者に対して補助金を交付した。

補助件数	 １件

５　地球温暖化防止の推進

⑴　ぬまづエコ－CO2（エココツ）アクション事業

少しの気配りで実践できる「省エネのコツ」チェックシートを作成し、各家庭で取り組ん

でもらう「ぬまづエコ－CO2（エココツ）アクション事業」を実施した。

参加者　　　131人

⑵　沼津で環境活動インスタ投稿事業

市内で行った環境活動について「＃沼津で環境活動」のハッシュタグをつけた写真の投稿

を募集した。

投稿件数　　27件

年　　度 大　気 水　質 騒　音 振　動 悪　臭 その他 計

6 47 11 45 3 13 7 126

5 39 14 44 2 17 16 132

4 53 14 36 9 25 17 154
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⑶　アース・キッズ事業

小学校高学年を対象に地球温暖化防止活動の普及啓発を図る「アース・キッズ事業」を実

施した。

参加校　　　市内７小学校　児童444人

二酸化炭素排出削減量	 1,135.4㎏

⑷　事業者向け省エネルギー講習会

市内中小事業者に対し、事業活動におけるエネルギーの管理意識の向上及び省エネルギー

行動の促進を目的とした講習会を開催した。

⑸　エコアクション21講習会

市内中小事業者に対し、環境経営システムである「エコアクション21」の認証取得を支援

するため、一般社団法人静岡県環境資源協会と連携して「エコアクション21講習会」を実施

した。

⑹　公共施設エネルギー管理事業

エネルギーの使用の合理化等に関する法律（省エネ法）に基づき、特定事業者として定期

報告書及び中長期計画書を提出した。

⑺　エコドライブ推進

職員がエコドライブを意識した運転を実践するために、職員向けエコドライブ講習会を開

催した。

６　沼津市環境基本計画

「第２期沼津市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）」、「沼津市地域気候変動適応計画」及

び「ぬまづ生物多様性地域戦略」を含む「第２次沼津市環境基本計画」に基づき、総合的な環

境施策を推進した。

７　自然環境の保全

⑴　生物分布調査

香貫山周辺の自然環境保全に向け、生息する動植物の種類及び分布状況を調査した。また、

調査結果に基づき香貫山周辺で見られる貴重な動植物や外来生物をまとめた学習用リーフレッ

トを作成した。

⑵　自然観察会

地域の生物多様性について学習することを目的として、市内小学校及び浮島ヶ原に生息す
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第20節　地　域　振　興

１　自 治 会（住民組織）

自治会は、一定の区域に住所を有する市民により自主的に組織された住民組織で、令和７年

３月31日現在289の自治会が、良好な地域社会を維持するための活動を実施している。

また、概ね小学校区を単位として28の地区連合自治会が組織され、さらに、各地区連合自治

会長を常任委員として沼津市自治会連合会が組織されている。

沼津市自治会連合会は、地区連合自治会相互の連絡調整機関として、正副会長会及び常任委

員会を毎月１回、専門部会（コミュニティ部会、住みよい環境部会、災害防止部会、地域安全

部会）を随時開催している。また、各地区連合自治会は、毎月１回、地域内の自治会による連

絡調整会議（定例会）を開催して、自治会活動について連絡協議を行う中で、住民福祉の増進

を図るとともに、円滑な市政運営に寄与している。

自治会等に対して、本年度は自治会集会所建設費等補助、地区自治会運営費補助及び自治会

連合会運営費補助等総額101,727千円を支出するなど自治会活動を支援した。

なお、沼津市地区委員設置規則に基づき、地区連合自治会長及び自治会長に地区委員を委嘱

して、市政事務に関する情報の周知、連絡等を行った。

第19節　庁　　　　　議

全体部長会議を10回開催し、市政の基本方針や重点施策などについて協議・検討するととも

に、各部相互の連絡調整を図った。

る動植物を調べる自然観察会を実施した。

市内小学校　　参加校　　４校　　239人

浮 島 ヶ 原　　参加者　　24人
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２　コミュニティ活動の推進

概ね中学校区を単位とする地域コミュニティの活動を推進するため、コミュニティ組織に対

し助成を行ったほか、地域活性化事業を実施する４地区（第三、金岡、大岡、今沢）の取り組

みを支援した。

また、地域コミュニティリーダーの育成を図るため、静岡県コミュニティづくり推進協議会

が開催するリーダー養成講座「コミュニティカレッジ」の受講を支援するなど人材育成に努め

た。

地域コミュニティ活動の拠点となる地区センター（大岡、大平、西浦、浮島、第一、原、第

四、静浦、金岡、第五、片浜、第三、愛鷹、門池、今沢、内浦、戸田、第二）については、施

設の維持管理に努めるとともに、各地区のコミュニティ推進委員会を指定管理者として、円滑

な管理運営に努めた。

また、西浦地区センターの更新準備として実施設計等を行うとともに、愛鷹地区センターの

更新準備として基本・実施設計等を行った。

３　暴力追放運動の推進

沼津市暴力団排除条例に基き、沼津市暴力追放推進協議会の活動を支援した。また、同協議

会と協力し、暴力追放意識の普及高揚活動の一環として、沼津駅前での街頭キャンペーンを実

施し、暴力団排除の啓発や相談窓口の周知を行った。

４　住みよい沼津をつくる市民運動の支援

市内一斉清掃強化月間等、住みよい沼津をつくる市民運動として自治会及び各種団体等が実

施する自主的な清掃活動に対し、ごみ袋を支給するなどの支援を行った。また、市民の環境美

化意識の向上を図るため、住みよい沼津をつくる市民運動連絡協議会が開催する「環境美化ポ

スター展」を支援した。

５　市民協働の推進に向けた支援

「沼津市市民協働に関する基本指針」に基づき、協働に対する理解を深めるため、市民、行政

等を対象に、協働の事例を学び地域の課題抽出やその解決に向けて必要な基本的な考え方を学

ぶ講座を開催した。

さらに、ＮＰＯ活動、設立相談や法人格取得後のフォローアップ相談など、職員による相談

支援を行った（29件）。
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第21節　危　機　管　理

自然災害をはじめ、市民の生命、身体及び財産に直接重大な被害が生じる様な危機事象に対処

するため、沼津市危機管理指針に基づく対策を推進した。

１　地震・津波対策事業

静岡県第４次地震被害想定を踏まえて策定した「沼津市地震・津波対策アクションプラン」

に基づき、津波避難訓練対象区域を中心に、地震・津波対策を実施した。

⑴　津波避難路の整備

避難路（３か所）を整備し、照明灯（３か所）を設置した。

⑵　海抜・津波浸水深等標示板の更新

274か所の海抜・津波浸水深等標示板を更新した。

⑶　指定避難所

指定避難所として県立工科短期大学校沼津キャンパスを指定した。

⑷　防災講座の開催

６　ぬまづまちピカ応援隊制度

市民等による市の施設における環境美化活動を支援する取り組みを制度化し、市民協働によ

るまちづくりの環境を整備するとともに、啓発看板による活動の周知を行った。

（活動団体33団体、延べ参加者数4,228人、啓発看板設置数17基）

７　防犯まちづくり事業

沼津市防犯まちづくり条例に基づき、犯罪のない安全で安心なまちづくりを推進するため、

防犯まちづくりに関係する団体と連携し、広報啓発活動を行った。

また、自治会が設置、管理するＬＥＤ防犯灯及び通学路に設置する防犯カメラの設置費に対

し補助金を交付するとともに、４月から「ながら見守り活動」の登録制度をスタートさせ、各

地域における防犯活動の推進に努めた。

特殊詐欺被害防止対策として、悪質電話対策機器を購入及び設置した市民に対し補助金を交

付するなど、被害未然防止に努めた。
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市民の防災及び減災意識の高揚並びに自主防災会活動の活性化を図ることを目的として、

防災の専門家による防災講座を開催した。

令和７年２月５日　第１部　演題　「沼津市の過去の災害について」

　　　　講師　木口　亮（文化振興課　明治史料館　学芸員）

第２部　演題　「荒ぶる自然災害に向かい合うこれからの地域のあり方」

　　　　講師　片田敏孝（東京大学大学院情報学環　特任教授）

受講者数　75人

２　訓 練 等

⑴　市職員動員訓練（災害対策本部要員等）

４月17日　　　　　参加人員	 99人

⑵　総合防災訓練（市、消防団、防災関係機関、自主防災会等）

９月１日　　　　　（台風10号接近に伴い、中止）

⑶　地域防災訓練（市、自主防災会等）

12月１日　　　　　参加人員	 24,205人

⑷　津波避難訓練（市、消防団、防災関係機関、自主防災会等）

令和７年３月２日　参加人員	 6,395人

⑸　自主防災会等訓練、講演会、災害図上訓練（ＤＩＧ）、避難所運営訓練（ＨＵＧ）

実施回数　55回　　参加人員	 4,297人

３　家具転倒防止事業

高齢者世帯、障がい等のある人を含む世帯及び母子家庭世帯を対象に、家具の転倒を防止す

るために必要な器具の取り付けを支援し、地震発生時の家具の転倒による被害の軽減を図った。

実施世帯数　71世帯

４　感震ブレーカー設置費補助

地震発生時における火災の発生及び延焼による被害を軽減し、市民の生命、身体及び財産を

保護するため、電気火災を防止する感震ブレーカーを設置する人に対し、費用の一部を補助し

た。

実施件数　194件
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第22節　その他一般行政

１　公平委員会

会議などを次のとおり行った。

会　議　な　ど　の　名　称 回数 開 催 日 場　所

公平委員会　定例会 2 ７.９
７.３.26 庁 舎

静岡県公平委員会連合会　総会・事務研究会 1 書面開催

全国公平委員会連合会東海支部　総会・事務研究会 １ ５.23 岐 阜 県
大 垣 市

全国公平委員会連合会　本部研究会 １ ７.29 東 京 都
千 代 田 区

全国公平委員会連合会　総会 1 11.１ 東 京 都
千 代 田 区

５　ＢＣＰ（業務継続計画）

大規模な地震発生時において、行政サービスの確保と業務の継続力向上を目的に策定したＢ

ＣＰの地震・津波対策編に基づき７月に庁内ＢＣＰ訓練を実施し、職員の災害時対応について

検証した。

６　安全な地域づくり推進事業

⑴　風水害や巨大地震などの災害対応を強化するため、災害発生時から応急復旧までの一連の

災害対応に必要な情報を収集、整理し、全庁的に情報共有できる災害情報共有システムを導

入した。

⑵　被災者の生活再建を迅速かつ総合的に実施できるよう被災者支援システムの操作訓練を実

施した。
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２　市 表 彰

⑴　表彰審査委員会を５月９日に開催し、７月１日に市制施行を記念して、特別表彰２（個人

２）、一般表彰88（個人78・団体10）の市表彰を実施した。

⑵　パリ2024パラリンピック競技大会車いすラグビーで金メダルを獲得した若山英史選手に対

し、11月12日に沼津市民栄誉賞を授与した。

３　行政委員の任免

⑴　教育委員会委員

10月９日重光純委員の任期満了に伴い、10月10日同氏を再任した。

⑵　監 査 委 員

令和６年３月31日大川正博委員の辞任に伴い、４月１日久松但氏を選任した。

⑶　公平委員会委員

10月９日鈴木 人委員の任期満了に伴い、10月10日同氏を再任した。

⑷　固定資産評価審査委員会委員

令和６年３月31日村松久徳委員の任期満了に伴い、４月１日大村幸広氏を選任した。

令和６年３月31日塩川智史委員の任期満了に伴い、４月１日同氏を再任した。

10月30日相良優太委員の任期満了に伴い、10月31日同氏を再任した。

４　核兵器廃絶平和都市宣言の啓発

核兵器廃絶平和都市宣言の啓発を図るため、「平和を考える小中学生作文集第35集」を発行

した。また、市立図書館において、原爆の悲惨さを伝えるパネル展を開催した。




